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使用開始日：2025年8月22日

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則　信用リスク集中回避のための投資制限の
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信託財産の純資産総額に対する比率として10％を上限として運用を行うところを、当ファンドにおいては、35％を上限と
して運用を行います。
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基準価額・販売会社等につきましては、以下までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

有価証券届出書提出日 ：2025 年８月 21 日 

発行者名 ：スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 阿部 修平 

本店の所在の場所 ：東京都港区港南一丁目２番 70 号 品川シーズンテラス 

届出の対象とした募集（売出）内国投 

資信託受益証券に係るファンドの名称 
：スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年金向け） 

届出の対象とした募集（売出）内国投 

資信託受益証券の金額 
：5,000 億円を上限とします 

縦覧に供する場所 ：該当事項はありません 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

【ホームページ】https://www.sparx.co.jp/ 

【電話番号】  03-6711-9200  

（受付時間：営業日の 9：00～17：00） 

当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券を通じて、国内の株式などの値動きのあ

る有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さ

まの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

元金を割り込むことがあります。 

■この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年

金向け）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により、有価証券届出書

を 2025 年８月 21 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は 2025 年８月 22 日に発生

しております。 

■金融商品取引法第15条第３項に規定する交付の請求があったときに直ちに交付しなければならない目

論見書（請求目論見書）は、投資者から請求された場合に販売会社から交付されます。なお、請求目

論見書の交付を請求した場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 

■課税上は株式投資信託として取扱われます。 

・投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

・投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 

・投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。 
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第一部【証券情報】 

(1)【ファンドの名称】 

スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年金向け） 

（以下「ファンド」といいます。） 

※ 当ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人または事業主が拠出した資金を運用す

るためのファンドです。ファンドを購入することができる取得申込者については、後記「（12）

その他 ① 受益権の取得申込者の制限について」をご参照ください。 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】 

① 追加型証券投資信託受益権です。（当初元本は１口＝１円） 

② 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付

業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 

＊ ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）

の規定の適用を受けており、受益権の帰属は後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振

替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい

い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振

替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益

権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありま

せん。 

(3)【発行（売出）価額の総額】 

5,000億円を上限とします。 

(4)【発行（売出）価格】 

購入申込受付日の基準価額＊とします。 

＊「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）

を計算日における受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。 

  基準価額は、組入有価証券等の値動き等により日々変動します。基準価額は便宜上１万口当たり

で表示することがあります。基準価額につきましては、下記の委託会社の照会先または販売会社（下

記（8）申込取扱場所を参照）にお問い合わせください。 

＜委託会社の照会先＞ 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
〔ホームページ〕https://www.sparx.co.jp/ 
〔電話番号］  03-6711-9200 
（受付時間：営業日の9：00～17：00） 

(5)【申込手数料】 

申込手数料はありません。 

(6)【申込単位】 

１円以上１円単位とします。 
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ただし、収益分配金を再投資する場合は、１口単位とします。 

詳しくは、販売会社（後記（8）申込取扱場所を参照）にお問い合わせください。 

(7)【申込期間】 

2025年８月22日から2026年２月25日まで 

＊申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

(8)【申込取扱場所】 

販売会社にてお申込みを取扱います。 

販売会社については、下記の委託会社の照会先にお問い合わせください。 

＜委託会社の照会先＞ 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
〔ホームページ〕https://www.sparx.co.jp/ 
〔電話番号〕  03-6711-9200 
（受付時間：営業日の9：00～17：00） 

(9)【払込期日】 

ファンドの受益権の購入申込者は、販売会社（上記（8）申込取扱場所を参照）が指定する日ま

でに申込金額を販売会社に支払うものとします。振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総

額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン

ド口座に払い込まれます。 

(10)【払込取扱場所】 

申込金額は、取得申込みを受付けた販売会社に払い込むものとします。 

販売会社については、上記(8)申込取扱場所をご参照ください。 

(11)【振替機関に関する事項】 

ファンドの受益権に係る振替機関は以下の通りです。 

 株式会社 証券保管振替機構 

(12)【その他】 

① 受益権の取得申込者の制限について 

原則として、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンドの購入のお

申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

② 申込証拠金はありません。 

③ 日本以外の地域における発行は行いません。 

④ 振替受益権について 

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。ファン

ドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載

の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 
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第二部【ファンド情報】 

第１【ファンドの状況】 

１【ファンドの性格】 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

当ファンドは、主としてスパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド受益

証券を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。 

② 信託金の限度額 

委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができるも

のとします。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 

③ 基本的性格 

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類方法において、「追加型投信／国内

／株式」に分類されます。 

※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。 

 
＜商品分類表＞ 

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 

（収益の源泉） 

 国内 株式 

単位型投信  債券 

 海外 不動産投信 

追加型投信  
その他資産 

（   ） 

 内外 資産複合 

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

 

＜商品分類定義＞ 

１．単位型投信・追加型投信

による商品分類 
 

： 追加型投信 
※一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ

従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 

２．投資対象地域による 
商品分類 

： 国内 
※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる

投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるも

のをいいます。 

３．投資対象資産 
（収益の源泉）による 
商品分類 

： 株式 
※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる

投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをい

います。 



4 

＜属性区分表＞ 
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 

  

株式 年１回 グローバル ファミリーファンド 
一般 年２回 日本  
大型株 年４回 北米 
中小型株 年６回 

(隔月) 
欧州 

債券 アジア ファンド・オブ・ファ 
一般 年12回 

(毎月) 
オセアニア ンズ 

公債 中南米 
社債 日々 アフリカ 
その他債券 
クレジット属性 
( ) 

その他 
( ) 

中近東 
(中東) 
エマージング 

不動産投信  
その他資産 
(投資信託証券 
(株式 一般)) 

 
 
 

資産複合 
( ) 

 
 

（注） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

（注） ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて

投資収益の源泉となる資産へ投資しますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異

なります。 

＜属性区分定義＞ 
１．投資対象資産による 
属性区分 

： その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 
※目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて

主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらないす

べてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。 

２．決算頻度による 
属性区分 

： 年１回 
※目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記

載があるものをいいます。 

３．投資対象地域による 
属性区分 

： 日本 
※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収

益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

４．投資形態による 
属性区分 

： ファミリーファンド 
※目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・

オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象とし

て投資するものをいいます。 

 

※上記の記載は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づく商品分類および属性
区分を、委託会社が目論見書又は約款の記載内容等にて、分類し記載しております。 
なお、当ファンドが該当しない商品分類および属性区分につきましては、一般社団法人投
資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
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④ ファンドの特色 
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(2)【ファンドの沿革】 

2020年５月28日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始 

(3)【ファンドの仕組み】 

ファミリーファンド方式※により、金融商品取引所上場株式への実質的投資を行います。 

※ ファミリーファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーフ

ァンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザー

ファンドにて行う仕組みです。 

 

①  ファンドの関係法人 
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② 委託会社の概況 

ａ．資本金     25億円（2025年５月末日現在） 

ｂ．会社の沿革 

2006年 ４月 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会

社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立。 

2006年 10月 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更。 

投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパーク

ス・アセット・マネジメント投信株式会社（現スパークス・グループ株式会

社）より会社分割により承継。 

2010年 ７月 スパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を開始。 

ｃ．大株主の状況（2025年５月末日現在） 

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

スパークス・グループ株式会社 
東京都港区港南一丁目２番70号 

品川シーズンテラス 
50,000株 100％

 

２【投資方針】 

(1)【投資方針】 

１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うことを基本としま

す。 

２．運用方法 

（１）投資対象 

スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド（以下「マザーファンド」

といいます。）受益証券を主要投資対象とします。 

（２）投資態度 

① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２

条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第

３号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場してい

る株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄に集中的に投資を

行うことを基本とします。 

② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。 

③ 株式以外への資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信

託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含

みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。 

④ ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支

障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用がで

きない場合があります。 
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(2)【投資対象】 

（投資の対象とする資産の種類） 

① この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に

掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項

で定めるものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信

託約款に定める有価証券先物取引等の運用指図に限ります。） 

ハ．金銭債権（上記イ.ロ.および下記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。） 

ニ．約束手形（上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

① 委託会社は、信託金を、主としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社と

し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「スパークス・オールキ

ャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

に投資するほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ

る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。なお、当該有価証券は本

邦通貨表示のものに限ります。 

１．株券 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引

受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定

めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号

で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを

いいます。） 

９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券

（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペ一パー 

11．新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券で、上記１.から11.の証券の性質を有するもの 
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13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの

をいいます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを

いい、有価証券に係るものに限ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの 

なお、上記１.の証券、上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記１.の証券の性質

を有するものを以下「株式」といい、上記２.から上記６.までの証券および上記12.ならびに上

記17.の証券または証書のうち上記２.から上記６.までの証券の性質を有するものを以下「公社

債」といい、上記13.の証券および上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下、本

（運用の指図範囲等）において同じ。）により運用することを指図することができます。 

１．預金  

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で上記５.の権利の性質を有するもの 

③ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社

が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②１.から６.までに掲げる金融商品

により運用することの指図ができます。 

④ 委託会社は、マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資は行いません。 

⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す

る新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純

資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を

乗じて得た額をいいます。 
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（投資する株式等の範囲） 

① 委託会社が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場され

ている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株

式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株

式および新株予約権証券については、この限りではありません。 

② 上記①にかかわらず、上場予定の株式および新株予約権証券で目論見書等において上場または

登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができる

ものとします。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 

① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の

範囲内で貸付けの指図をすることができます。 

１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時

価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 上記①１.及び上記①２.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、

その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも

のとします。 

（資金の借入れ） 

① 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支

払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）

を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入（コ

ール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって

有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ

る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計

額を限度とします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 
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(3)【運用体制】 

① ファンドの運用体制（2025年５月末日現在） 
 

 当社においては、創業以来「マクロはミクロの集積である。」との一貫した投資哲学の下、

運用調査の担当者自身が個々の企業に対して経営者との面談を含む深度ある調査を積み重ねて

います。その知見と経験に基づく個々の企業の投資価値に対する高い評価能力が、当ファンド

の銘柄選択と投資判断を支えております。調査結果及びその分析と評価等は、運用調査に携わ

るファンド・マネージャーとアナリストが共有し、その内容を検討し、調査や評価の手法と能

力の向上にチームとして取組み、個人の力量に過度に依存しない安定的な運用体制の維持に努

めております。従って、当社が運用するファンドの投資判断を担うためには、その基盤となる

調査や評価について当社固有の知見や手法を会得する必要があり、ファンド・マネージャーに

は、他社における運用経験だけでは不十分であり、当社での十分な調査経験が必要とされます。 

当ファンドは、担当ファンド・マネージャーが日々の具体的な運用を担当します。 

② 意思決定プロセス 

ａ. ファンド・マネージャーは、チーム全体での調査活動等の成果を踏まえ、投資環境の分析、

期待リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約の動向分析などを実施し、当

ファンドの約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政策委員会」（10～20

名程度）での審議を求めます。 

ｂ. 投資政策委員会は、当社取締役会で指名された者が主催し、各ファンド・マネージャーか

ら提出された運用計画書をリスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と

共に審議します。ファンド・マネージャーは、承認された運用計画書に基づき日々の具体的

な投資活動を行います。投資政策委員会は原則として月２回開催される他、必要に応じ臨時

に開催されます。 

ｃ. 上記の意思決定プロセスは、当社取締役会が定めた「投資信託に係る運用管理」に関する

規程及び「投資政策委員会」に関する規程に基づきます。投資政策委員会の運営状況は「コ

ンプライアンス委員会」（10～20名程度）においても確認の上、取締役会に報告され、適正
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な業務運営の確保に努めております。 

③ 議決権の行使指図に関する基本的考え方 

 当ファンドは、主として個々の企業に対する調査を重視した銘柄選択と投資判断に基づく運用

を行っており、当該企業の経営方針等に賛同できる企業を投資先として選定した場合には、会社

提案に賛成の意思表示を行うのが通常ですが、指図に先立ち、全ての議案につき株主利益の向上

に資するかを検証しております。なお、行使ガイドラインと運営プロセスは社内で規則化されて

おり、議決権の適切な行使に務めております。 

④ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等 

 受託会社（再信託受託会社を含む）からは、受託業務の内部統制の有効性についての監査人に

よる報告書を定期的に受領して検証し、必要な場合には受託会社の運営体制を実査することとし

ております。 

※上記の（3）運用体制は、今後変更となる場合があります。 

(4)【分配方針】 

毎決算時（原則として毎年５月25日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基

づき、分配を行います。 

（１）分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

（２）分配対象収益についての分配方針 

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対

象額が少額の場合等は、分配を行わないこともあります。 

（３）留保益の運用方針 

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の

運用を行います。 

※ 上記の分配方針は将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 

※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収

益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。

また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入申込代金支払い前のた

め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。）

に、原則として決算日から起算して５営業日目までに支払を開始します。なお、収益分配金を再投

資する場合、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替

口座簿に記載または記録されます。 

(5)【投資制限】 

＜信託約款で定める投資制限＞ 

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資は行いません。 

③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資は行いません。 

④ 転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予
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約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない

ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号お

よび第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 

⑤ 新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

⑥ 同一銘柄の転換社債等への投資制限 

ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社

法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債

と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの

（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予

約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファ

ンドの信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価

総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の

10を超えることとなる投資の指図をしません。 

ｂ．上記ａ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受

益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該同一銘柄の転換

社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑦ 同一銘柄の新株予約権証券への投資制限 

ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの

信託財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ

なした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図

をしません。 

ｂ．上記ａ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受

益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑧ 有価証券先物取引等の運用指図 

ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もし

くは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、有価証券先

物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数

等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価

証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）（以

下、「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことの指図をすることができます。なお、

選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。 

⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の

純資産総額の35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法

人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 

⑩ 金融商品取引法第２条第20項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）につ
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いては、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、

デリバティブ取引等（デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプ

ションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）の残高に係

る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 

＜法令で定める投資制限＞ 

① デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号） 

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に

係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた

合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デ

リバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会

社に指図しないものとします。 

② 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条） 

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資

信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数（株主総会において決議をする

ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、

会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含

みます。）が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場

合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられ

ています。 

③ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第

８号の２） 

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相

手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。）を適正に管理する方法としてあ

らかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図

を行わないものとします。 

上記を管理する方法として、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信

用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャ

ー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対

する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること

となった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う

こととされています。 

しかしながら、当ファンドにおいては、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関す

る規則 信用リスク集中回避のための投資制限の例外」を適用して特化型運用を行うこととし、

一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資

制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及

びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
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れ10％、合計で20％以内とするところを35％以内と読み替えて運用を行います。 

 

（参考情報） 

親投資信託：スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド 運用の基本方針 

１．基本方針 

 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うことを基本としま

す。 

２．運用方法 

（１）投資対象 

金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買

または金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場および当該市場を開設するもの

をいいます。）に上場されている株式を主要投資対象とします。 

（２）投資態度 

① 国内に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘

柄に集中的に投資を行うことを基本とします。 

② ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支

障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用がで

きない場合があります。 

（３）投資制限 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。また、株式以外の資産への投資割合は、原則と

して投資信託財産総額の50％以下とします。 

② 投資信託証券への投資は行いません。 

③ 転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予

約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な

いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７

号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい

ます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 

④ 新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。 

⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資

産総額の10％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑧ 有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。 

⑨ 外貨建資産への投資は行いません。 

⑩ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の

純資産総額の35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法

人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 
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⑪ 金融商品取引法第２条第20項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）につ

いては、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、

デリバティブ取引等（デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプ

ションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）の残高に

係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 
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３【投資リスク】 

基準価額の変動要因 

当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券への投資等を通じて、国内の株式などの値動き

のある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保

証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあり

ます。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金

と異なります。 

（1）株価変動リスク 

一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経

済情勢等に応じて変動します。従って、当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期

的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重

大な損失が生じる場合があります。 

（2）集中投資のリスク 

当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うた

め、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。 

（3）信用リスク 

組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に

債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収で

きなくなることがあります。 

当ファンドは、ベンチマーク等を意識せず、弊社独自の調査活動を通じて厳選した少数の投資

銘柄群に絞り込んで集中投資することとしているため、個別銘柄への投資において、当ファンドの

純資産総額に対して実質的に10％を超えて集中投資することが想定されています。そのため、集中

投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損

失が発生することがあります。 

（4）中小型株式等への投資リスク 

当ファンドは、中小型株式等へも投資します。こうした株式は、比較的新興であり、発行済株

式時価総額が小さく、売買の少ない流動性の低い株式が少なくありません。その結果、こうした株

式への投資はボラティリティ（価格変動率）が比較的高く、また流動性の高い株式に比べ、市況に

よっては大幅な安値で売却を余儀なくされる可能性があることから、より大きなリスクを伴います。 

（5）派生商品取引のリスク 

当ファンドは先物取引などの派生商品に投資することがあります。これらの運用手法は、価格

変動リスクを回避する目的もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代

替する目的で用いられることがありますが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に

当ファンドが損失を被るリスクを伴います。 

（6）一部解約による資金流出等に伴うリスク 

大量の解約があった場合、解約代金を手当てするため保有有価証券を売却しなければならない

ことがあり、その際には市場動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動することがあ
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ります。当ファンドはマザーファンドの受益証券への投資を通じて運用を行いますので、同じマザ

ーファンドに投資する他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その結果マ

ザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があり

ます。 

（7）運用制限に伴うリスク 

当ファンドの運用は、規制上または社内方針等により売買を制限されることがあります。委託

会社またはその関連会社（以下「委託会社グループ」）が投資を行っている（検討している場合を

含む）銘柄も含め、特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限され

る場合があります。また委託会社グループが行う投資または他の運用業務に関連して、当ファンド

において投資にかかる売買を制限されることがあります。従って、これらにより当ファンドの運用

実績に影響を及ぼす可能性があります。 

＜その他の留意事項＞ 

●システムリスク・市場リスクなどに関する事項 

 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、

政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖さ

れることがあります。このような場合、一時的に換金等ができないこともあります。また、これら

により、一時的にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスクなどもあります。 

●法令・税制・会計方針などの変更に関する事項 

 当ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。 

●購入・換金等に関する留意点 

 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、購入・換金申込受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の申込受付を取り

消すことができます。 

※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上記に限定されるものではありません。 

＜その他の留意点＞ 

■ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ

フ）の適用はありません。 

■ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま

せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額

によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があり

ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も

同様です。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額

の下落要因となります。 

■ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる

取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢

から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これに

より、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、
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換金代金のお支払が遅延する可能性があります。 

＜リスクの管理体制＞ 

・委託会社では、投資リスクを適切に管理するため、運用部門ではファンドの特性に沿ったリスク

範囲内で運用を行うよう留意しています。また、運用部門から独立した管理担当部門によりモニタ

リング等のリスク管理を行っています。 

・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ

ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。 

・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し

ます。 

 

 

※ 上記のリスク管理体制は2025年５月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 

投資政策委員会

リスク管理業務担当部門

リスク・パフォーマンスの
評価・分析とリスク管理

法令など遵守状況の
モニタリング

運用担当部門

評価･分析

フィードバック
是正措置など

モニタリング

フィードバック
是正措置など

コンプライアンス委員会
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４【手数料等及び税金】 

(1)【申込手数料】 

申込手数料はありません。 

(2)【換金（解約）手数料】 

換金（換金）時の手数料及び信託財産留保額※はありません。 

※ 信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくも

のです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者

と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。 

(3)【信託報酬等】 

① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に

年率1.078％（税抜0.98％）を乗じて得た額とします。 

② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了の時

に信託財産中から支弁するものとし、料率の配分は、以下の通りとします。 

運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 

（内訳：税抜）

委託会社 販売会社 受託会社 

年率0.70％ 年率0.25％ 年率0.03％

＜支払先の役務の内容＞ 

委託会社 販売会社 受託会社 

ファンドの運用、開示書類等の
作成、基準価額の算出等の対価 

購入後の情報提供、運用報告書
等各種書類の送付、口座内での
ファンドの管理および事務手続
き等の対価 

ファンドの財産の保管・管理、
委託会社からの指図の実行等の
対価 

③ 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬の支弁の時に信託財産中から支弁します。 

※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。 

 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集・販売の取扱い等に関する業

務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に

対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。 

(4)【その他の手数料等】 

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等

に関する諸費用、および受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、その都度、信

託財産中から支弁します。（マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額などマザーファンドに関

連して生じた間接的な諸費用等を含みます。） 

① 上記に定める費用のほか、以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担と

し、信託財産中から支弁することができます。 

１．振替受益権にかかる費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合にお

ける発行および管理事務に係る費用 

２．有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正も含みます。）
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等の作成、印刷および提出に係る費用 

３．目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）等の作成、販売用資料、商

品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係る費用 

４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５．運用報告書の作成、印刷および提供等に係る費用 

６．この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解

約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

７．この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

８．会計監査費用（※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。） 

② 委託会社は、上記①の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もっ

た結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.10％）を上限とする額を、かかる

諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することが

できます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、

随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。 

③ 上記①の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸

費用に対する消費税等相当額は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末または信

託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 

※ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支

払う手数料等に係る費用です。 

※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示するこ

とができません。 

（※）投資者の皆さまからご負担いただく上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間

等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。 

(5)【課税上の取扱い】 

課税上は株式投資信託として取扱われます。 

原則として配当控除の適用が可能です。 

確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用となり

ます。 

① 個人、法人別の課税について 

１）個人の受益者に対する課税 

・収益分配金に対する課税 

 2037年12月31日までは20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％および地方税５％）

となります。2038年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税５％）となる予定です。

確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。 

・解約金および償還金に対する課税 

 解約時および償還時の差益は譲渡所得とみなされ、譲渡益については、申告分離課税が適

用されます（特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です）。その税率は、2037年12月31日
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までは20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％および地方税５％）となります。2038

年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税５％）となる予定です。 

 解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の譲渡益および上場

株式等の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能です。 

 また、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得および譲渡所得等と

の損益通算も可能です。 

２）法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約

時および償還時の個別元本超過額について 2037 年 12 月 31 日までは 15.315％（所得税および

復興特別所得税 15.315％）となります。2038 年１月１日以降は 15％（所得税 15％）となる予

定です。 

② 個別元本について 

１）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該

手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたり

ます。 

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託

を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

３）各受益権毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に

個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンド

を取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

４）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該

元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

③ 分配金の課税について 

追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本

払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受

益者が分配金を受取る際、ａ）当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場

合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の金額が普通分配金となり、

ｂ）当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、分配金の範

囲内で、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該分配金から当該元本払戻

金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配

金）を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除し

た額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 
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＜ご参考＞ 

・  税金は表に記載の時期に適用されます。 
・  以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 

時期 項目 税金 

分配時 所得税及び地方税
配当所得として課税 

普通分配金に対して 20.315％ 

換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税
譲渡所得として課税 

換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315％

※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税及

び地方税はかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金

の運用にかかる税制が適用となります。 

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 

※上記は、2025 年５月末日現在のものです。 

※法人の場合は上記とは異なります。 

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 
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５【運用状況】 

以下は2025年5月30日現在の状況です。 

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 

(1)【投資状況】 

資産の種類 国/地域 
時価合計 投資比率 

(円) (％) 

親投資信託受益証券 日本 9,918,190,982 99.95

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 5,022,034 0.05

合計(純資産総額) 9,923,213,016 100.00

 

 

(2)【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

順

位 

国/ 

地域 
種類 銘柄名 業種 数量 

上段：簿価単価 

（円） 

下段：評価単価 

（円） 

上段：簿価金額

（円） 

下段：評価金額

（円） 

投資

比率

（％）

1 日本 
親投資信託

受益証券 

スパークス・オ

ールキャップ・

ベスト・ピッ

ク・マザーファ

ンド 

－ 1,498,035,129

6.4727 9,696,357,900

99.95

6.6208 9,918,190,982

  

 

 

種類別及び業種別投資比率 

種類 
国内／ 

外国 
業種 

投資比率 

(％) 

親投資信託受益証券 国内 － 99.95

合計 99.95

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 
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（参考）スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況 

資産の種類 国/地域 
時価合計 投資比率 

(円) (％) 

株式 日本 132,211,026,850 97.47

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 3,435,605,974 2.53

合計(純資産総額) 135,646,632,824 100.00

  

 

投資有価証券の主要銘柄（全銘柄）  

順

位 

国/ 

地域 
種類 銘柄名 業種 数量 

上段：簿価単価

（円） 

下段：評価単価

（円） 

上段：簿価金額

（円） 

下段：評価金額

（円） 

投資

比率

（％）

1 日本 株式 
セブン＆アイ・ホ

ールディングス 
小売業 8,622,500

2,216.65 19,113,123,275
13.83 

2,176.00 18,762,560,000

2 日本 株式 オリックス 
その他金融

業 
5,549,800

3,354.60 18,617,363,182
12.54 

3,066.00 17,015,686,800

3 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 3,135,900
2,890.18 9,063,315,462

8.81 
3,810.00 11,947,779,000

4 日本 株式 日立製作所 電気機器 2,641,400
3,881.07 10,251,458,298

7.88 
4,046.00 10,687,104,400

5 日本 株式 

三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グルー

プ 

銀行業 4,981,600
1,539.12 7,667,298,138

7.44 
2,025.50 10,090,230,800

6 日本 株式 
東京海上ホールデ

ィングス 
保険業 1,546,100

5,628.51 8,702,239,311
6.97 

6,112.00 9,449,763,200

7 日本 株式 
リクルートホール

ディングス 
サービス業 1,012,400

9,357.64 9,473,674,736
6.49 

8,689.00 8,796,743,600

8 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,779,600
3,086.00 5,491,845,600

3.85 
2,935.00 5,223,126,000

9 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 193,400
25,358.62 4,904,357,108

3.28 
23,000.00 4,448,200,000

10 日本 株式 

ＭＳ＆ＡＤインシ

ュアランスグルー

プホールディング

ス 

保険業 1,257,100

3,520.01 4,425,004,571

3.20 

3,456.00 4,344,537,600

11 日本 株式 信越化学工業 化学 912,700
6,127.04 5,592,149,408

3.12 
4,641.00 4,235,840,700

12 日本 株式 
ＳＯＭＰＯホール

ディングス 
保険業 849,000

3,352.00 2,845,848,000
2.75 

4,387.00 3,724,563,000

13 日本 株式 積水ハウス 建設業 1,073,100
3,624.98 3,889,975,950

2.60 
3,283.00 3,522,987,300

14 日本 株式 キーエンス 電気機器 51,800
68,623.38 3,554,691,217

2.32 
60,740.00 3,146,332,000
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15 日本 株式 
ルネサスエレクト

ロニクス 
電気機器 1,696,300

2,165.51 3,673,354,613
2.23 

1,783.00 3,024,502,900

16 日本 株式 住友林業 建設業 648,800
5,051.81 3,277,614,508

2.01 
4,209.00 2,730,799,200

17 日本 株式 大和ハウス工業 建設業 548,800
4,828.62 2,649,950,808

1.97 
4,871.00 2,673,204,800

18 日本 株式 
ソフトバンクグル

ープ 

情報・通信

業 
320,500

9,087.10 2,912,418,260
1.80 

7,614.00 2,440,287,000

19 日本 株式 
ファーストリテイ

リング 
小売業 45,300

50,450.00 2,285,385,000
1.61 

48,350.00 2,190,255,000

20 日本 株式 ダイキン工業 機械 102,500
20,400.00 2,091,000,000

1.25 
16,585.00 1,699,962,500

21 日本 株式 ソシオネクスト 電気機器 427,200
2,868.00 1,225,209,600

0.67 
2,143.00 915,489,600

22 日本 株式 
日本取引所グルー

プ 

その他金融

業 
428,200

1,900.43 813,764,126
0.50 

1,599.00 684,691,800

23 日本 株式 ロート製薬 医薬品 224,100
3,592.00 804,967,200

0.34 
2,036.50 456,379,650

  

 

種類別及び業種別投資比率 

種類 
国内／ 

外国 
業種 

投資比率 

(％) 

株式 国内 電気機器 25.19

    小売業 15.45

    その他金融業 13.05

    保険業 12.92

    銀行業 7.44

    建設業 6.58

    サービス業 6.49

    卸売業 3.85

    化学 3.12

    情報・通信業 1.80

    機械 1.25

    医薬品 0.34

合計 97.47

 

投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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(3)【運用実績】 

①【純資産の推移】 

期 年月日 
純資産総額(円)

(分配落) 

純資産総額(円)

(分配付) 

1口当たり 

純資産額 

(円) 

(分配落) 

1口当たり 

純資産額 

(円) 

(分配付) 

1期 (2021年5月25日) 1,284,430,320 1,284,430,320 1.2653 1.2653

2期 (2022年5月25日) 2,589,289,644 2,589,289,644 1.1024 1.1024

3期 (2023年5月25日) 3,620,105,512 3,620,105,512 1.3139 1.3139

4期 (2024年5月27日) 8,336,090,152 8,336,090,152 1.8609 1.8609

5期 (2025年5月26日) 9,705,541,310 9,705,541,310 1.8565 1.8565

  2024年5月末日 8,403,826,714 ― 1.8646 ―

  2024年6月末日 9,085,009,127 ― 1.9335 ―

  2024年7月末日 9,219,803,191 ― 1.8854 ―

  2024年8月末日 9,775,831,296 ― 1.8828 ―

  2024年9月末日 9,802,604,927 ― 1.8437 ―

  2024年10月末日 9,828,850,134 ― 1.8749 ―

  2024年11月末日 10,096,965,719 ― 1.9349 ―

  2024年12月末日 10,231,293,899 ― 1.9767 ―

  2025年1月末日 10,145,755,325 ― 1.9600 ―

  2025年2月末日 9,786,068,892 ― 1.8454 ―

  2025年3月末日 9,776,137,851 ― 1.8246 ―

  2025年4月末日 9,632,711,443 ― 1.7926 ―

  2025年5月末日 9,923,213,016 ― 1.8988 ―

 

②【分配の推移】 

期 計算期間 
1口当たりの分配金 

(円) 

1期 自 2020年5月28日 至 2021年5月25日 0.0000

2期 自 2021年5月26日 至 2022年5月25日 0.0000

3期 自 2022年5月26日 至 2023年5月25日 0.0000

4期 自 2023年5月26日 至 2024年5月27日 0.0000

5期 自 2024年5月28日 至 2025年5月26日 0.0000
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③【収益率の推移】 

期 計算期間 

前期末 

1口当たり純資産 

(分配落)円 

当期末 

1口当たり純

資産 

(分配付)円 

収益率 

％ 

1期 自 2020年5月28日 至 2021年5月25日 1.0000 1.2653 26.53

2期 自 2021年5月26日 至 2022年5月25日 1.2653 1.1024 △ 12.87

3期 自 2022年5月26日 至 2023年5月25日 1.1024 1.3139 19.19

4期 自 2023年5月26日 至 2024年5月27日 1.3139 1.8609 41.63

5期 自 2024年5月28日 至 2025年5月26日 1.8609 1.8565 △ 0.24

（注）収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間

末の1口当たり純資産額（分配落の額。以下「前期末純資産額」という。）を控除した額を前期末純資

産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 

 

 

(4)【設定及び解約の実績】 

期 計算期間 設定口数  (口) 解約口数  (口) 

1期 自 2020年5月28日 至 2021年5月25日 1,081,329,419 66,172,711

2期 自 2021年5月26日 至 2022年5月25日 2,039,340,934 705,764,711

3期 自 2022年5月26日 至 2023年5月25日 1,783,623,096 1,377,150,608

4期 自 2023年5月26日 至 2024年5月27日 3,802,162,165 2,077,741,705

5期 自 2024年5月28日 至 2025年5月26日 3,848,150,311 3,099,941,384

（注1）本邦外における設定および解約の実績はありません。 

（注2）設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 
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（参考情報） 
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第２【管理及び運営】 

１【申込（販売）手続等】 

（1）原則として、申込期間中において販売会社所定の手続きに従って購入申込を行うものとします。 

購入単位は、１円以上１円単位とします。 

ただし、収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

※ 確定拠出年金制度に基づく購入申込には、確定拠出年金制度に係る手続きが必要となります。 

（2）購入申込時限 

ファンドの購入申込の受付は、原則として午後３時30分までに購入申込が行われ、かつ当該購

入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。

当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては対応が異な

る場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。 

（3）購入申込に係る制限 

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が

あるときは、購入申込受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込受付を取り消すことが

できます。購入申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の購

入申込を撤回できます。 

（4）購入価額 

購入申込受付日の基準価額とします。 

（5）購入時手数料 

購入時手数料はありません。 

（6）購入代金の支払い 

販売会社が指定する期日までに購入代金を販売会社にお支払いください。 

※ ファンドの申込（販売）手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお

問い合わせください。 

＜委託会社の照会先＞ 

 

＊購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益

権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の

増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換え

に、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会

社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または

記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託

会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
〔ホームページ〕https://www.sparx.co.jp/ 
〔電話番号〕  03-6711-9200 
（受付時間：営業日の 9：00～17：00） 
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記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託の都度、

振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

２【換金（解約）手続等】 

（1）原則として、販売会社の所定の手続きに従って換金申込を行うものとします。 

換金単位は、１口単位とします。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

※ 確定拠出年金制度に基づく換金申込には、確定拠出年金制度に係る手続きに従います。 

（2）換金申込時限 

ファンドの換金申込の受付は、原則として午後３時30分までに換金申込が行われ、かつ当該換

金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱いま

す。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては対応が

異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。 

（3）換金価額 

換金申込受付日の基準価額とします。 

（4）換金制限 

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が

あるときは、換金申込受付を中止することおよびすでに受付けた換金の申込受付を取り消すこと

ができます。 

また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合がありま

す。 

（5）換金（解約）手数料 

換金（解約）時の手数料及び信託財産留保額※はありません。 

※ 信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただく

ものです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益

者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。 

（6）換金代金の支払い 

原則として換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。 

※ ファンドの換金（解約）手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお

問い合わせください。 

＜委託会社の照会先＞ 

 
＊換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同

口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の

減少の記載または記録が行われます。 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
〔ホームページ〕https://www.sparx.co.jp/ 
〔電話番号〕  03-6711-9200 
（受付時間：営業日の 9：00～17：00） 
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３【資産管理等の概要】 

（1）【資産の評価】 

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および

一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価（注）して得た信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日

における受益権総口数で除した金額をいいます。 

（注）主要な投資対象資産の評価方法の概要 

親投資信託受益証券:原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資

信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 

※親投資信託受益証券における主要な投資対象資産の評価方法の概要 

株式：原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所に

おける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または

金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 

基準価額は便宜上１万口当たりで表示されることがあります。なお、基準価額につきましては、

下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせください。 

＜委託会社の照会先＞ 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
〔ホームページ〕https://www.sparx.co.jp/ 
〔電話番号］  03-6711-9200 
（受付時間：営業日の9：00～17：00） 

（2）【保管】 

該当事項はありません。 

（3）【信託期間】 

無期限とします。 

ただし、下記「（5）その他 ａ．信託契約の終了（繰上償還）」に該当する場合は信託期間中

において信託を終了することがあります。 

（4）【計算期間】 

① 当ファンドの計算期間は、毎年５月26日から翌年５月25日までとすることを原則とします。

ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2021年５月25日までとします。 

② 上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」

といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より

次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了

日とします。 

（5）【その他】 

ａ．信託契約の終了（繰上償還） 

＜信託契約の解約＞ 

① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託に係る

受益権の口数が20億口を下回ったとき、マザーファンドの信託契約が解約されるとき、もしく
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はこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得な

い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる

ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官

庁に届出ます。 

② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を

行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な

どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対

し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本③において

同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知

れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成

するものとみなします。 

④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た

る多数をもって行います。 

⑤ 上記②から上記④までは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当

該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が

生じている場合であって、上記②から上記④までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行

うことが困難な場合には適用しません。 

＜信託契約に関する監督官庁の命令＞ 

① 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信

託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記ｂ．

に従います。 

＜委託会社の登録取消等に伴う取扱い＞ 

① 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 上記①にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託

会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は下記ｂ.②の書面決議が否決された場合を除

き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。 

＜受託会社の辞任および解任に伴う取扱い＞ 

① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその

任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会

社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した

場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記ｂ.に従い新受託会社を選

任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
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いものとします。 

② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了

させます。 

ｂ．信託約款の変更等 

① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合

（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」

をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう

とする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本ｂ．に定める以外の

方法によって変更することができないものとします。 

② 委託会社は、上記①の事項（上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す

る場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な

ものに該当する場合を除きます。以下、あわせて「重大な約款の変更等」といいます。）につ

いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約

款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信

託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知

を発します。 

③ 上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同

じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ

ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す

るものとみなします。 

④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た

る多数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 上記②から上記⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 上記①から上記⑥にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に

あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ

れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

ｃ．運用報告書 

 委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容

および有価証券の売買状況などのうち、重要な事項を記載した「交付運用報告書」を作成し、原

則として販売会社を通じて知れている受益者へ交付します。 

また、委託会社は、「運用報告書（全体版）」を作成し、次のアドレスに掲載します。 

https://www.sparx.co.jp/ 
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 上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付

するものとします。 

ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用 

 当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部

の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と

して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または上記ｂ.

に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第

18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 

ｅ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 

 当ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行う

ことはできません。 

１．他の受益者の氏名または名称および住所 

２．他の受益者が有する受益権の内容 

ｆ．公告 

① 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。 

  https://www.sparx.co.jp/ 

② 上記①に関わらず、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うこと

ができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。 

ｇ．質権口記載または記録の受益権の取扱い 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、ファンド

の信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 

ｈ．委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を譲渡することがあります。 

② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この

信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

i．信託約款に関する疑義の取扱い 

ファンドの信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社の協議により定

めます。 

j．関係法人との契約更改等に関する手続き 

  販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の３ヵ月前までに

別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについ

てもこれと同様とします。 

４【受益者の権利等】 

(1）収益分配金に対する請求権 

  受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 
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 ① 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期

間終了日から起算して５営業日まで）から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口

座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前におい

て一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期

間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社

の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に

支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行い

ます。 

 ② 上記①にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間

終了日の翌営業日に、収益分配金が委託会社の指定する販売会社に交付されます。この場合、

委託会社の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権

の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され

ます。 

 ③ 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利

を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

(2）償還金に対する請求権 

  受益者は、ファンドの償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除

した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。 

 ① 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起

算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録

されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き

ます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社

の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申

込者とします。）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設

されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還

に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払いは、

販売会社の営業所等において行います。 

 ② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき

は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

(3）受益権の一部解約請求権 

  受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の実行を請求することが

できます。詳しくは、前掲「第２ 管理及び運営 ２換金（解約）手続等」をご参照ください。 

(4）帳簿閲覧権 

  受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧

を請求することができます。 
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第３【ファンドの経理状況】 

 

１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８

年大蔵省令第５９号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する

規則」（平成１２年総理府令第１３３号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づ

いて作成しております。 

 

２）財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

３）当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づいて、第５期計算期間（２

０２４年５月２８日から２０２５年５月２６日まで）の財務諸表について、EY 新日本有限責任

監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和３２年大蔵省令第１２号）

第３条第１項に基づく監査を受けております。 
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(3)【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 

第5期計算期間 

自 2024年5月28日 

至 2025年5月26日 

1. 有価証券の評価 

  基準及び評価 

  方法 

「親投資信託受益証券」 

 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあた

っては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 

2．収益及び費用の 

  計上基準 

「有価証券売買等損益」 

 約定日基準で計上しております。 

3．その他  当ファンドは、原則として毎年5月25日を計算期間の末日としております

が、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日であるため、当計

算期間を2024年5月28日から2025年5月26日としております。 

 

（貸借対照表に関する注記）  

区分 
第4期計算期間末 第5期計算期間末 

(2024年5月27日現在) (2025年5月26日現在) 

※1 計算期間末日における受益権

の総数 

4,479,625,879口 5,227,834,806口

2 1口当たり純資産額 1.8609円 1.8565円

  （1万口当たり純資産額） (18,609円) (18,565円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 2023年5月26日 自 2024年5月28日 

至 2024年5月27日 至 2025年5月26日 

※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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（金融商品に関する注記） 

（1）金融商品の状況に関する事項 

区分 

第5期計算期間 

自 2024年5月28日 

至 2025年5月26日 

1．金融商品に対す 

  る取組方針 

 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証

券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づ

き運用を行っています。 

2．金融商品の内容 

  及びその金融商 

  品に係るリスク 

①金融商品の内容 

 当ファンドの当計算期間において投資した金融商品の種類は、以下の通

りであります。 

・有価証券 

 当ファンドが当計算期間の末日時点で保有する有価証券の詳細は、

「（その他の注記）2.有価証券関係」の通りであります。 

 ・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 

②金融商品に係るリスク 

当ファンドは、以下のリスクを内包しております。 

 Ａ)市場リスク 

 ・株価等変動リスク 

 Ｂ)流動性リスク 

 Ｃ)信用リスク 

3．金融商品に係る 

  リスク管理体制 

 弊社では、上記2の②に掲げるリスクを適切に管理するため、管理担当部

門によりモニタリング等のリスク管理を行っています。 

 体制としては、リスク管理業務担当部門を中心として、リスク管理を行っ

ています。また、リスク管理業務担当部門を中心として、随時レビューが行

われる他、月次の投資政策委員会においてもレビューが行われます。 

4．金融商品の時価 

  等に関する事項 

  についての補足 

  説明 

 当ファンドの時価の算定においては一定の前提条件を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

   

（2）金融商品の時価等に関する事項 

区分 

第5期計算期間 

自 2024年5月28日 

至 2025年5月26日 

1．貸借対照表計上額、 

  時価及びその差額 

 当ファンドにおいて投資している金融商品は原則として全て時価評価

しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は生じておりません。

2．時価の算定方法 ①有価証券 

 有価証券に該当する貸借対照表上の勘定科目、及びその時価の算定

方法については、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）1.有

価証券の評価基準及び評価方法」の通りであります。 

  ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 

   上記①以外のその他の科目については、帳簿価額を時価として評価

しております。 



46 

（関連当事者との取引に関する注記） 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 2023年5月26日 自 2024年5月28日 

至 2024年5月27日 至 2025年5月26日 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 

 

（その他の注記） 

1．元本の移動 

区分 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 2023年5月26日 自 2024年5月28日 

至 2024年5月27日 至 2025年5月26日 

期首元本額 2,755,205,419円 4,479,625,879円

期中追加設定元本額 3,802,162,165円 3,848,150,311円

期中一部解約元本額 2,077,741,705円 3,099,941,384円

 

2．有価証券関係 

売買目的有価証券 

種類 

当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 

第4期計算期間末 第5期計算期間末 

(2024年5月27日現在) (2025年5月26日現在) 

親投資信託受益証券 1,679,100,036 90,650,082 

資産合計 1,679,100,036 90,650,082 

  

3．デリバティブ取引関係 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 2023年5月26日 自 2024年5月28日 

至 2024年5月27日 至 2025年5月26日 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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(4）【附属明細表】 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式(2025年5月26日現在) 

 該当事項はありません。 

 

(2)株式以外の有価証券(2025年5月26日現在) 

種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考 

親投資信託 

受益証券 

スパークス・オールキャップ・ベスト・

ピック・マザーファンド 
1,498,546,552 9,699,342,557   

合計 1,498,546,552 9,699,342,557   

 

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 「（その他の注記）3．デリバティブ取引関係」に記載することとしています。 
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参考情報 

当ファンドは、「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」受益証券を主

要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて

同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。 

 

「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」の状況 

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 

(1)貸借対照表 

区分 
注記 (2024年5月27日現在) (2025年5月26日現在)

番号 金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン  1,928,146,178 2,253,840,953

株式  117,076,576,510 129,147,665,450

未収入金  537,478,882 －

未収配当金  983,929,770 1,351,965,010

未収利息  528 21,612

流動資産合計  120,526,131,868 132,753,493,025

資産合計  120,526,131,868 132,753,493,025

負債の部   

流動負債   

未払金  720,722,270 60,142,126

未払解約金  139,367,658 206,837,709

流動負債合計  860,089,928 266,979,835

負債合計  860,089,928 266,979,835

純資産の部   

元本等   

元本 ※1 18,663,718,992 20,469,200,696

剰余金   

剰余金又は欠損金（△）  101,002,322,948 112,017,312,494

元本等合計  119,666,041,940 132,486,513,190

純資産合計  119,666,041,940 132,486,513,190

負債純資産合計  120,526,131,868 132,753,493,025
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(2)注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 
自 2024年5月28日 

至 2025年5月26日 

1．有価証券の評 

  価基準及び評 

  価方法 

「株式」 

 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ

たっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについて

は、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相

場に基づいて評価しております。 

2．収益及び費用 

  の計上基準 

(1)「受取配当金」 

 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち

日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額も

しくは予想収益分配金額を計上しております。 

  (2)「有価証券売買等損益」 

 約定日基準で計上しております。 

   

（その他の注記）   

区 分 (2024年5月27日現在) (2025年5月26日現在) 

※1. 期首   2023年5月26日    2024年5月28日  

期首元本額    22,970,855,635 円    18,663,718,992 円

期首より計算期間末日までの追加設

定元本額 

   4,958,199,530 円    7,059,271,167 円

期首より計算期間末日までの一部解

約元本額 

   9,265,336,173 円    5,253,789,463 円

計算期間末日における元本の内訳※       

スパークス・オールキャップ・ベ

スト・ピック・ファンド１３０３

適格機関投資家限定 

   1,111,419,538 円    999,875,308 円

スパークス・厳選投資ファンド

（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 

   14,771,355,581 円    16,938,878,680 円

スパークス・厳選株ファンド・ヘ

ッジ型（ダイワ投資一任専用） 

   377,701,421 円    300,650,872 円

スパークス・ベスト・ピック・フ

ァンド（ヘッジ型） 

   1,027,857,617 円    674,435,804 円

スパークス・厳選投資ファンド

（確定拠出年金向け） 

   1,299,433,465 円    1,498,546,552 円

スパークス・厳選投資ファンドＦ

Ｆ（適格機関投資家専用） 

   75,951,370 円    56,813,480 円

 (合計)    18,663,718,992 円    20,469,200,696 円

2．計算期間末日における受益権の総数   18,663,718,992口   20,469,200,696口

3．1口当たり純資産額   6.4117円   6.4725円

(1万口当たり純資産額)   (64,117円)   (64,725円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 
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(3）附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式(2025年5月26日現在) 

銘柄 

コード 
銘柄名 

株式数 

（株） 

評価単価

（円） 
評価金額（円） 備考

1911 住友林業 641,000 4,140.00 2,653,740,000  

1925 大和ハウス工業 541,500 4,952.00 2,681,508,000  

1928 積水ハウス 1,065,300 3,270.00 3,483,531,000  

3382 セブン＆アイ・ホールディングス 8,622,500 2,163.00 18,650,467,500  

4063 信越化学工業 917,700 4,599.00 4,220,502,300  

4527 ロート製薬 224,100 2,035.00 456,043,500  

6098 リクルートホールディングス 1,013,100 8,479.00 8,590,074,900  

6367 ダイキン工業 102,500 16,010.00 1,641,025,000  

6501 日立製作所 2,644,600 3,856.00 10,197,577,600  

6526 ソシオネクスト 431,900 2,061.50 890,361,850  

6723 ルネサスエレクトロニクス 1,700,000 1,745.50 2,967,350,000  

6758 ソニーグループ 3,139,300 3,740.00 11,740,982,000  

6861 キーエンス 51,800 61,910.00 3,206,938,000  

8035 東京エレクトロン 193,400 23,355.00 4,516,857,000  

8058 三菱商事 1,779,600 2,915.00 5,187,534,000  

8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,981,600 1,955.00 9,739,028,000  

8591 オリックス 5,544,300 2,973.00 16,483,203,900  

8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 849,000 4,158.00 3,530,142,000  

8697 日本取引所グループ 428,200 1,540.00 659,428,000  

8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ

ホールディングス 

1,257,100 3,259.00 4,096,888,900 
 

8766 東京海上ホールディングス 1,548,300 5,795.00 8,972,398,500  

9983 ファーストリテイリング 45,300 47,160.00 2,136,348,000  

9984 ソフトバンクグループ 320,500 7,631.00 2,445,735,500  

合 計 38,042,600 129,147,665,450  

 

(2)株式以外の有価証券(2025年5月26日現在) 

 該当事項はありません。 

 

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 
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２【ファンドの現況】 

【純資産額計算書】 

（2025年5月30日現在）

Ⅰ 資産総額 9,978,620,132 円

Ⅱ 負債総額 55,407,116 円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 9,923,213,016 円

Ⅳ 発行済口数 5,226,105,980 口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)  1.8988 円

 

（参考）スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド 

純資産額計算書 

（2025年5月30日現在）

Ⅰ 資産総額 135,834,445,901 円

Ⅱ 負債総額 187,813,077 円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 135,646,632,824 円

Ⅳ 発行済口数 20,488,087,467 口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)  6.6208 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 

（1）名義書換について 

該当事項はありません。 

（2）受益者等に対する特典 

該当するものはありません。 

（3）譲渡制限の内容 

譲渡制限は設けておりません。 

（4）受益証券の再発行 

委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受

益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求

を行わないものとします。 

（5）受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録

するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人

の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規

定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと

します。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、

委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止

期間を設けることができます。 

（6）受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する

ことができません。 

（7）受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

（8）償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に

おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で

取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。）に支払います。 

（9）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解

約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
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の他の法令等に従って取り扱われます。 

 

第三部【委託会社等の情報】 

第１【委託会社等の概況】 

１【委託会社等の概況】 

（1）資本金の額（2025年５月末日現在） 

資本金         25億円 

発行可能株式総数   50,000株 

発行済株式総数    50,000株 

最近５年間における資本金の額の増減 

                 該当事項はありません。 

（2）委託会社の機構（2025年５月末日現在） 

① 経営体制 

 当社の意思決定機関としてある取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の選任は、株

主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上にあたる株式を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。 

取締役の任期は、就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補

欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべき時までとします。 

取締役会は、その決議をもって、取締役の中から取締役社長１名を選定し、また必要に応じて取締

役会長１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができます。取締役会

の決議をもって代表取締役を決定します。 

代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い、業務を執行します。 

取締役会は、法令または定款に定めてある事項の他、当社の経営上重要な事項を決定します。 

また、取締役会から代表取締役社長に委任された重要な業務執行の決定その他経営に関する重要な

事項について審議することを目的として経営会議を設置しています。 

② 運用体制 

１）当ファンドでは、運用調査部門が運用・調査を担当します。下記の意思決定プロセスに基づき、

運用を行います。 

２）意思決定プロセス 

a.ファンド・マネージャーは、チーム全体での調査活動等の成果を踏まえ、投資環境の分析、期待

リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約の動向分析などを実施し、当ファンド

の約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政策委員会」での審議を求めます。 

b.投資政策委員会は、当社取締役会で指名された者が主催し、各ファンド・マネージャーから提出

された運用計画書をリスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と共に審議し

ます。ファンド・マネージャーは、承認された運用計画書に基づき日々の具体的な投資活動を行

います。投資政策委員会は原則として月２回開催される他、必要に応じ臨時に開催されます。 

c.上記の意思決定プロセスは、当社取締役会が定めた「投資信託に係る運用管理」に関する規程及



54 

び「投資政策委員会」に関する規程に基づきます。投資政策委員会の運営状況は「コンプライア

ンス委員会」においても確認の上、取締役会に報告され、適正な業務運営の確保に努めておりま

す。 

２【事業の内容及び営業の概況】 

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとと

もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委

託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行ってい

ます。 

・投資助言・代理業 

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業 

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募

に関する第二種金融商品取引業 

委託会社の運用する投資信託は2025年５月30日現在次の通りです。 

（ただし、親投資信託を除きます。) 

種類 本数 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 40 635,926 

単位型株式投資信託 ５ 10,886 

合計 45 646,812 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第346号 

加入協会 ／ 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会 

一般社団法人日本投資顧問業協会、 

      一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
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３【委託会社等の経理状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下「委託会社」という）の財務諸表は、「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並び

に同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成し

ております。 

 

２．監査証明について 

 委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第19期事業年度（2024年４月１日から2025年３

月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 
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（１）【貸借対照表】 

(単位：百万円)

 
前事業年度 

（2024年３月31日） 
当事業年度 

（2025年３月31日） 

（資産の部） 

流動資産 

現金・預金 10,424 10,747

預託金 200 200

未収委託者報酬 1,588 1,571

未収投資顧問料 ※３ 1,753 ※３ 1,826

前払費用 198 215

未収収益 2 0

未収入金 ※３ 18 ※３ 6

流動資産合計 14,185 14,568

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※２ 111 ※２ 527

工具、器具及び備品 ※２ 74 ※２ 140

リース資産 ※２ 3 ※２ 2

建設仮勘定 4 0

有形固定資産合計 195 670

無形固定資産 

ソフトウェア 1 1

無形固定資産合計 1 1

投資その他の資産 

投資有価証券 43 71

差入保証金 82 81

長期前払費用 34 67

繰延税金資産 405 337

投資その他の資産合計 566 558

固定資産合計 762 1,230

資産合計 14,948 15,798
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(単位：百万円)

 
前事業年度 

（2024年３月31日） 
当事業年度 

（2025年３月31日） 

（負債の部） 

流動負債 

預り金 62 22

未払手数料 454 372

その他未払金 ※３ 1,504 ※３ 1,490

未払法人税等 1,491 1,109

未払消費税等 321 140

前受収益 6 5

リース債務 1 1

株式給付引当金 189 86

長期インセンティブ引当金 3 1

役員株式給付引当金 40 －

その他 2 3

流動負債合計 4,078 3,236

固定負債 

リース債務 2 0

株式給付引当金 199 162

長期インセンティブ引当金 3 1

役員株式給付引当金 10 －

資産除去債務 70 203

固定負債合計 285 367

特別法上の準備金 

金融商品取引責任準備金 ※１ 0 ※１ 0

特別法上の準備金合計 0 0

負債合計 4,364 3,603

（純資産の部） 

株主資本 

資本金 2,500 2,500

資本剰余金 

資本準備金 27 27

その他資本剰余金 19 19

資本剰余金合計 47 47

利益剰余金 

利益準備金 597 597

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 7,438 9,048

利益剰余金合計 8,036 9,646

株主資本合計 10,583 12,193

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 0 1

評価・換算差額等合計 0 1

純資産合計 10,584 12,195

負債純資産合計 14,948 15,798
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（２）【損益計算書】 

（単位：百万円）

 
前事業年度 

（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

営業収益 

委託者報酬 8,769 9,168

投資顧問料収入 ※ 6,131 ※ 7,181

受入手数料 10 6

その他営業収益 8 8

営業収益計 14,920 16,364

営業費用 

支払手数料 2,975 3,527

広告宣伝費 160 125

調査費 287 326

委託計算費 25 17

営業雑経費 

通信費 25 27

印刷費 9 7

協会費 13 13

諸会費 15 21

その他 3 3

営業費用計 3,516 4,069

一般管理費 

給料 2,046 2,173

役員報酬 58 48

給料・手当 1,115 1,252

賞与 871 872

株式給付引当金繰入額 51 47

長期インセンティブ引当金繰入額 1 △0

役員株式給付引当金繰入額 1 －

旅費交通費 194 215

事務委託費 ※ 920 ※ 864

業務委託費 506 543

不動産賃借料 237 314

租税公課 137 143

固定資産減価償却費 115 130

利息費用 － 0

交際費 19 16

諸経費 175 199

一般管理費計 4,407 4,649

営業利益 6,997 7,646

営業外収益 

受取利息 6 8

受取賃貸料 14 10

為替差益 108 －

雑収入 8 3

営業外収益計 138 22

営業外費用 

為替差損 － 18

投資事業組合運用損 2 2

固定資産除却損 1 2

雑損失 1 3
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（単位：百万円）

 
前事業年度 

（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

営業外費用計 5 26

経常利益 7,130 7,642

特別利益 

金融商品取引責任準備金戻入 0 －

特別利益計 0 －

特別損失 

金融商品取引責任準備金繰入額 － 0

特別損失計 － 0

税引前当期純利益 7,130 7,642

法人税、住民税及び事業税 2,221 2,165

法人税等調整額 △123 66

法人税等合計 2,098 2,232

当期純利益 5,031 5,409
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（３）【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

（単位：百万円）

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

当期首残高 2,500 27 19 47 597 5,807 6,404

当期変動額    

剰余金の配当   △3,400 △3,400

当期純利益   5,031 5,031

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

   

当期変動額合計 － － － － － 1,631 1,631

当期末残高 2,500 27 19 47 597 7,438 8,036

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計
株主資本合
計 

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計

当期首残高 8,952 0 0 8,952

当期変動額  

剰余金の配当 △3,400 － － △3,400

当期純利益 5,031 － － 5,031

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

 0 0 0

当期変動額合計 1,631 0 0 1,631

当期末残高 10,583 0 0 10,584
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当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

（単位：百万円）

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

当期首残高 2,500 27 19 47 597 7,438 8,036

当期変動額    

剰余金の配当   △3,800 △3,800

当期純利益   5,409 5,409

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

   

当期変動額合計 － － － － － 1,609 1,609

当期末残高 2,500 27 19 47 597 9,048 9,646

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計
株主資本合
計 

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計

当期首残高 10,583 0 0 10,584

当期変動額  

剰余金の配当 △3,800 － － △3,800

当期純利益 5,409 － － 5,409

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

 1 1 1

当期変動額合計 1,609 1 1 1,610

当期末残高 12,193 1 1 12,195
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重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

 市場価格のない株式等以外のもの 

  時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。 

 市場価格のない株式等 

  主として総平均法による原価法を採用しております。 

（投資事業組合等への出資） 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によっております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した有形固定資産については、定額法を採用し

ております。 

 なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。 

建物         ５年 

工具、器具及び備品  ４年～10年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

３．引当金の計上基準 

① 株式給付引当金 

 株式交付規程に基づく従業員へ当社親会社（スパークス・グループ株式会社）の株式の給付に備えるため、当事

業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

② 長期インセンティブ引当金 

 海外子会社への出向者に対して支給するインセンティブ報酬の支出に備えるため、当事業年度末における支給見

込額に基づき計上しております。 

③ 役員株式給付引当金 

 役員株式交付規程に基づく親会社役員への当社親会社（スパークス・グループ株式会社）の株式の給付に備える

ため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

当社は、主な収益を残高報酬及び成功報酬と認識しております。 

① 残高報酬 

 残高報酬は、当社が運用するファンドについて、契約に基づき、管理・運用する義務があり、運用資産残高又は

コミットメント額に一定の料率を乗じた金額で測定し報酬として受領しており、運用期間にわたり収益を認識して

おります。取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおり

ません。 

② 成功報酬（上場株式運用） 

 成功報酬（上場株式運用）は、残高報酬と同様、契約に基づき、管理・運用する義務があり、過去のパフォーマ

ンスの最高値を上回った部分の一定割合を報酬として受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の

対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。 

③ 成功報酬（再生可能エネルギーファンドが投資する合同会社の匿名組合出資持分を売却した場合の成功報酬） 

 成功報酬（再生可能エネルギーファンドが投資する合同会社の匿名組合出資持分を売却して譲渡益が発生する場

合に受領する報酬）は、当社が運用する再生可能エネルギーファンドについて、パフォーマンス目標を上回る匿名

組合出資持分の譲渡益に対する一定割合を報酬として受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の

対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。 
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④ 成功報酬（プライベート・エクイティ） 

 成功報酬（プライベート・エクイティ）は、当社が運用するプライベート・エクイティファンドについて、契約

に基づき、管理・運用する義務があり、出資履行金額を分配累計額が超過する各段階ごとに、一定割合を報酬とし

て受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に

受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。 

 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

 

（会計方針の変更） 

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用） 

 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。 

 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、法令に従い算定した額を

損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、

株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該

法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしま

した。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主

資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計

上しております。 

 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰

余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又は評価・換算差額等のうち、適切な区分に加減し、当該期首から

新たな会計方針を適用しております。 

 なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。 
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（未適用の会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 等 

 

(1）概要 

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリー

スについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行わ

れ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入

れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務

諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・

リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費

及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

 

(2）適用予定日 

2028年３月期の期首から適用します。 

 

(3）当該会計基準等の適用による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 

 

（表示方法の変更） 

（貸借対照表） 

 前事業年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当事

業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っ

ております。 

 この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「その他」に表示していた70百万円は、「資産除去債務」

70百万円として組み替えております。 
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（追加情報に関する注記） 

（株式付与ＥＳＯＰ信託） 

 当社親会社（スパークス・グループ株式会社）は、グループ従業員（当社、当社親会社及び当社兄弟会社３社（ス

パークス・グリーンエナジー＆テクノロジー株式会社、スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント株式会社及

びスパークス・ＡＩ＆テクノロジーズ・インベストメント株式会社（注）。）の従業員）に対し、業績向上や株価上昇

に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「株式付与ＥＳＯＰ信

託」を導入しております。なお、当社は「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会実務対応報告第30号（平成27年３月26日）の指針に従って会計処理を行っております。 

（注）スパークス・ＡＩ＆テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025年４月１日付でスパークス・インベス

トメント株式会社に社名変更しております。 

 

（役員向け株式交付信託） 

 当社親会社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く、以下、「取締役」という。）に対し、信託を用いた業績

連動型株式報酬制度を導入しております。 

制度の概要 

 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締

役に付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式

報酬制度です。 

 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023年３月末日で終了する事業年度から2026年３月末日で終了する事業

年度までの４事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当社親会社株式の交付を受ける時期

は、原則としてポイント付与の３年後です。 

 本制度の導入により、取締役の報酬と当社グループの業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価

の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を

高めることを目的としております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（2024年３月31日） 

当事業年度 
（2025年３月31日） 

※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の５

※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の５

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

建物 376百万円

工具、器具及び備品 441百万円

リース資産 5百万円

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

建物 411百万円

工具、器具及び備品 443百万円

リース資産 6百万円

※３．関係会社に対する資産及び負債 

未収投資顧問料 360百万円

未収入金 0百万円

その他未払金 127百万円

※３．関係会社に対する資産及び負債 

未収投資顧問料 358百万円

未収入金 －百万円

その他未払金 147百万円

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

※ 関係会社に対する取引の主なもの 

投資顧問料 1,736百万円

事務委託費 497百万円

※ 関係会社に対する取引の主なもの 

投資顧問料 2,186百万円

事務委託費 526百万円

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 50,000 － － 50,000

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

2023年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 3,400 68,000 2023年３月31日 2023年６月21日

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

2024年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 3,800 利益剰余金 76,000 2024年３月31日 2024年６月25日
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当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 50,000 － － 50,000

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

2024年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 3,800 76,000 2024年３月31日 2024年６月25日

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

2025年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 4,300 利益剰余金 86,000 2025年３月31日 2025年６月23日

 

（リース取引関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー等に

限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。 

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運用す

るファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用であること

から、極めて限定的であると判断しております。 

 また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債

権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利用してヘ

ッジする予定にしております。 

 投資有価証券は、主に投資事業有限責任組合への出資です。 

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について、現金は注記を省略しており、預金、預託金、未収委託者報

酬、未収投資顧問料、未収入金、未収収益、未払手数料、その他未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（注）貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略し

ております。当該出資の貸借対照表計上額は当事業年度71百万円、前事業年度42百万円であります。 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

 前事業年度（2024年３月31日） 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

 当事業年度（2025年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

 前事業年度（2024年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 当事業年度（2025年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券 

前事業年度（2024年３月31日） 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

当事業年度（2025年３月31日） 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 
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（デリバティブ取引関係） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

(1)通貨関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(2)金利関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(3)株式関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1)通貨関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(2)金利関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(3)株式関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

（2024年３月31日）
当事業年度 

（2025年３月31日） 

繰延税金資産   

資産除去債務 77 121 

未払事業税 77 61 

未確定債務否認 262 275 

株式給付引当金否認 134 77 

長期インセンティブ引当金否認 2 0 

減価償却超過額 72 67 

金融商品取引責任準備金 0 0 

その他 9 8 

繰延税金資産小計 636 613 

評価性引当額 △214 △225 

繰延税金資産合計 421 388 

繰延税金負債   

資産除去債務 16 49 

その他有価証券評価差額金 0 0 

繰延税金負債の合計 16 50 

繰延税金資産の純額 405 337 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

 前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法

定実効税率の100分の５以下であるため、記載を省略しております。 

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理 

 当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取

扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する

税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。 

 

４．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 

これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延

税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。 
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（持分法損益等） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（資産除去債務関係） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

イ  当該資産除去債務の概要 

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 
 
ロ  当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から４～５年と見積り、割引率は0.2～0.7％を使用して資産除去債務の金額を計算してお

ります。 
 
ハ  当該資産除去債務の総額の増減 

 
前事業年度 

（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

期首残高 70百万円 70百万円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 － 132 

時の経過による調整額 0 0 

資産除去債務の履行による減少額 － － 

その他増減額（△は減少） － － 

期末残高 70 203 

 

（賃貸等不動産関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の

とおりであります。 

 前事業年度 当事業年度  

 （自 2023年４月１日 （自 2024年４月１日  

 至 2024年３月31日） 至 2025年３月31日）  

残高報酬（注１） 12,941 14,703 百万円

成功報酬（上場株式運用）（注２） 1,712 772  

成功報酬（再生可能エネルギーファンドが

投資対象である発電所を売却して譲渡益が

発生する場合に受領する報酬）（注３） 

247 －  

成功報酬（プライベート・エクイティ）

（注４） 
874  

その他 19 14  

合計 14,920 16,364  

（注１）残高報酬のうち、当事業年度においては、委託者報酬にかかるものが8,442百万円、投資顧問料収入に

かかるものが6,260百万円それぞれ含まれております。前事業年度においては、委託者報酬にかかるも

のが7,102百万円、投資顧問料収入にかかるものが5,839百万円それぞれ含まれております。 

（注２）成功報酬（上場株式運用）のうち、当事業年度においては、委託者報酬にかかるものが725百万円、投

資顧問料収入にかかるものが47百万円それぞれ含まれております。前事業年度においては、成功報酬

（株式運用）のうち、委託者報酬にかかるものが1,667百万円、投資顧問料収入にかかるものが45百万

円それぞれ含まれております。 

（注３）成功報酬（再生可能エネルギーファンドが投資対象である発電所を売却して譲渡益が発生する場合に受

領する報酬）のうち、前事業年度においては、投資顧問料収入にかかるものが247百万円含まれており

ます。 

（注４）成功報酬（プライベート・エクイティ）のうち、投資顧問料収入にかかるものが874百万円含まれてお

ります。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 重要な会計方針 ４．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。 

 

３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
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（セグメント情報等） 

［セグメント情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

［関連情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

１ サービスごとの情報 

 投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

 

２ 地域ごとの情報 

(1）営業収益 

（単位：百万円）

日本 アイルランド アジア その他 合計 

11,984 1,207 10 1,717 14,920 

 （注） 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。 

 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

 

３ 主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名 

スパークス・新・国際優良日本株ファ

ンド 
2,811 投信投資顧問業 

 （注） ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握する

ことが困難であります。 
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当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１ サービスごとの情報 

 投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

 

２ 地域ごとの情報 

(1）営業収益 

（単位：百万円）

日本 アイルランド アジア その他 合計 

13,074 1,401 54 1,834 16,364 

 （注） 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。 

 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

 

３ 主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名 

スパークス・新・国際優良日本株ファ

ンド 
3,729 投信投資顧問業 

 （注） ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握する

ことが困難であります。 

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  



78 

［関連当事者情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

１ 関連当事者との取引 

(1）財務諸表提出会社の親会社 

種類 
会社等の名
称 

所在地 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
（百万円） 
（注２） 

科目 
期末残高
（百万円）
（注２）

親会社 

スパーク

ス・グルー

プ株式会社 

東京都 

港区 
8,587 

純粋持株会

社 

（被所有）

直接 100

グループ管

理会社 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

497 
その他未

払金 
126

運用報酬等

の受取 

（注１） 

1,736 
未収投資

顧問料 
360

配当金の支

払 
3,400 － －

私募の取扱

手数料の受

領 

（注１） 

0 前受収益 6

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１） 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。 

 （注２） 上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。 
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(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又は
出資金 

事業の内容

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
（百万円） 
（注２） 

科目 
期末残高
（百万円）
（注２）

同一の親

会社をも

つ会社 

スパークス・

グリーンエナ

ジー＆テクノ

ロジー株式会

社 

東京都 

港区 
25百万円 

再生可能エ

ネルギーに

おける発電

事業及びそ

のコンサル

ティング 

なし 

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

5 未収入金 1

業務の委託

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

2 
その他未

払金 
1

スパークス・

アセット・ト

ラスト＆マネ

ジメント株式

会社 

東京都 

港区 
100百万円 資産運用業 なし 

業務の委託

業務委託報

酬の受取 

（注１） 

7 未収入金 1

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

2 未収入金 0

スパークス・

ＡＩ＆テクノ

ロジーズ・イ

ンベストメン

ト株式会社 

東京都 

港区 
50百万円 資産運用業 なし 

業務の委託

業務委託報

酬の受取 

（注１） 

0 未収入金 0

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

2 未収入金 0

スパークス・

イノベーショ

ン・フォー・

フューチャー

株式会社 

東京都 

港区 
50百万円 資産運用業 なし 

私募の取扱

手数料 

手数料の受

取 

（注１） 

0 － －

業務の受託

業務受託報

酬の受取 

（注１） 

0 未収入金 0

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

4 未収入金 1

SPARX Asset 

Management 

Korea Co., 

Ltd. 

韓国 

ソウル 

4,230百万 

韓国ウォン 
資産運用業 なし 

海外籍ファ

ンドの運

用・管理の

委託 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

1 
未収投資

顧問料 
0

業務の委託

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

372 
その他未

払金 
99

SPARX Asia 

Investment 

Advisors 

Limited 

中国香港

特別行政

区 

3,100千 

香港ドル 
資産運用業 なし 

運用の委託

運用助言報

酬の支払 

（注１） 

102 
その他未

払金 
23

業務の委託

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

192 
その他未

払金 
50

海外籍ファ

ンドの運

用・管理の

委託 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

68 
未収投資

顧問料 
6

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１） 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。 

 （注２） 上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めて

おりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。 

 

２ 親会社に関する注記 

親会社情報 

スパークス・グループ株式会社（株式会社東京証券取引所プライム市場に上場） 
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当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１ 関連当事者との取引 

(1）財務諸表提出会社の親会社 

種類 
会社等の名
称 

所在地 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
（百万円） 
（注２） 

科目 
期末残高
（百万円）
（注２）

親会社 

スパーク

ス・グルー

プ株式会社 

東京都 

港区 
8,587 

純粋持株会

社 

（被所有）

直接 100

グループ管

理会社 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

526 
その他未

払金 
133

運用報酬等

の受取 

（注１） 

2,186 
未収投資

顧問料 
358

配当金の支

払 
3,800 － －

私募の取扱

手数料の受

領 

（注１） 

0 前受収益 5

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１） 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。 

 （注２） 上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。 
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(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又は
出資金 

事業の内容

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
（百万円） 
（注２） 

科目 
期末残高
（百万円）
（注２）

同一の親

会社をも

つ会社 

スパークス・

グリーンエナ

ジー＆テクノ

ロジー株式会

社 

東京都 

港区 
25百万円 

再生可能エ

ネルギーに

おける発電

事業及びそ

のコンサル

ティング 

なし 

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

6 未収入金 1

業務の委託

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

2 
その他未

払金 
1

スパークス・

アセット・ト

ラスト＆マネ

ジメント株式

会社 

東京都 

港区 
100百万円 資産運用業 なし 

業務の委託

業務委託報

酬の受取 

（注１） 

7 未収入金 1

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

2 未収入金 0

スパークス・

ＡＩ＆テクノ

ロジーズ・イ

ンベストメン

ト株式会社

（注３） 

東京都 

港区 
50百万円 資産運用業 なし 

業務の委託

業務委託報

酬の受取 

（注１） 

0 未収入金 0

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

2 未収入金 0

SPARX Asset 

Management 

Korea Co., 

Ltd. 

韓国 

ソウル 

4,230百万 

韓国ウォン 
資産運用業 なし 

海外籍ファ

ンドの運

用・管理の

委託 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

9 
未収投資

顧問料 
1

業務の委託

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

416 
その他未

払金 
89

SPARX Asia 

Investment 

Advisors 

Limited 

中国香港

特別行政

区 

3,100千 

香港ドル 
資産運用業 なし 

運用の委託

運用助言報

酬の支払 

（注１） 

151 
その他未

払金 
36

業務の委託

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

67 
その他未

払金 
0

SPARX Asia 

Capital 

Management 

Limited 

英国領 

ケイマン

諸島 

44,001千 

米ドル 
資産運用業 なし 

海外籍ファ

ンドの運

用・管理の

委託 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

79 
未収投資

顧問料 
8

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１） 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。 

 （注２） 上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めて

おりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。 

 （注３） スパークス・ＡＩ＆テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025年４月１日付でスパークス・インベ

ストメント株式会社に社名変更しております。 

 

２ 親会社に関する注記 

親会社情報 

スパークス・グループ株式会社（株式会社東京証券取引所プライム市場に上場） 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 211,684円56銭 

１株当たり当期純利益金額 100,629円65銭 

１株当たり純資産額 243,903円80銭 

１株当たり当期純利益金額 108,194円82銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度末 

（2024年３月31日） 
当事業年度末 

（2025年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） 10,584 12,195 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
－ － 

普通株式に係る期末純資産額（百万円） 10,584 12,195 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数（株） 
50,000 50,000 

    ２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

当期純利益（百万円） 5,031 5,409 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,031 5,409 

普通株式の期中平均株式数（株） 50,000 50,000 

 

（重要な後発事象） 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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４【利害関係人との取引制限】 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

る行為が禁じられています。 

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う

こと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させ

るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。 

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、

若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内

閣府令で定めるものを除きます。）。 

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の

親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引

業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。

下記④および下記⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保

有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として

政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店

頭デリバティブ取引を行うこと。 

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、

運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行う

こと。 

⑤ 上記③および上記④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で

あって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ

せるおそれのあるものとして内閣府令で定めるもの。 

５【その他】 

（1）定款の変更等 

 定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要となります。 

（2）訴訟事件その他の重要事項 

 委託会社および当ファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等はありません。 
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約款 

追加型証券投資信託 

スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年金向け) 

運用の基本方針 

 

約款第17条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

1．基本方針 

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。 

 

2．運用方法 

（1）投資対象 

スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド（以下「マザーファンド」とい

います。）受益証券を主要投資対象とします。 

（2）投資態度 

① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条

第 16 項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第８項第３号

の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式の

中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄に集中的に投資を行うことを

基本とします。 

② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。 

③ 株式以外への資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託

財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま

す。）への投資は、原則として信託財産総額の 50％以下とします。 

④ ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき､ならびに残存元本が運用に支障

をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には､上記のような運用ができな

い場合があります。 

（3）投資制限 

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資は行いません。 

③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資は行いません。 

④ 転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株予約

権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ３第１項第７号および

第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への

実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以内とします。 

⑤ 新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 

⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純

資産総額の 10％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑧ 有価証券先物取引等は約款第 21 条の範囲で行います。 

⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純

資産総額の 35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投

資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 

⑩ 金融商品取引法第２条第 20 項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）につい
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ては、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリ

バティブ取引等（デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプション

を表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）の残高に係る想定元

本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 

 

3．収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 

（1）分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

（2）分配対象収益についての分配方針 

分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が

少額の場合等は、分配を行わないこともあります。 

（3）留保益の運用方針 

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を

行います。 
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追加型証券投資信託 

スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年金向け) 

約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、スパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託者

とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受け

ます。 

③ 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい

て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認

可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2

条第1項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本

条、第16条および第23条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託す

ることができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが

ない場合に行うものとします。 

（信託の目的、金額および追加信託の限度額） 

第２条 委託者は、金2,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこ

れを引受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま

す。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第３条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第１項、第42条第１項、第43条第１項および

第45条第２項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日までとします。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第４条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる

場合に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募によ

り行われます。 

（当初の受益者） 

第５条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者

とし、第６条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて､取得申込者に帰属

します。 

（受益権の分割および再分割） 

第６条 委託者は、第２条第１項による受益権については2,000億口を上限として、追加信託によって

生じた受益権については、これを追加信託のつど第７条第１項の追加口数に、それぞれ均等に

分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第７条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口

数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きま

す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価または一部償却原価法に

より評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい
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います。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第８条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第９条 この信託の全ての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいま

す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を

取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以

下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規

定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替

口座簿に記載または記録されることにより定まります。（以下、振替口座簿に記載または記録

されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。） 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り

消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する

者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証

券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する

場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記

名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第６条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振

替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え

る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第10条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生

じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権

に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

（受益権の申込単位および価額） 

第11条 委託者の指定する販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一

種金融商品取引業者を行う者および金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をい

います。委託者がこの要件を満たす場合は委託者も含みます。以下同じ。）は、第６条第１項

の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する販売会社が別に

定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、委託者の指定する

販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結ん

だ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。

なお、この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者

と委託者の指定する販売会社が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義

務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の

名称に読み替えるものとします。 

② 前項の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己

のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、

当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の

指定する販売会社は、当該取得申込の代金（次項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じ

て得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加

の記載または記録を行うことができます。 

③ 第１項の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の

取得申込に係る受益権の価額は１口につき１円とします。 

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合
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は、１口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。その場合の１口

当たりの受益権の価額は、原則として第31条に規定する各計算期間終了日の基準価額としま

す。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定

する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う

市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、決済機能

の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することお

よびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の

口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載

または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない

場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を

含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載ま

たは記録が行われるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断した

ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者

および受託者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第14条 この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次

に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項

で定めるものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、

第21条に定めるものに限ります。） 

ハ．金銭債権（上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。） 

ニ．約束手形（上記イに掲げるものに該当するものを除きます。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第15条 委託者は、信託金を、主としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託者と

し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「スパークス・オールキ

ャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証

券に投資するほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみな

される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。なお、当該有価証

券は本邦通貨表示のものに限ります。 

１．株券 

２．国債証券 

３．地方債証券 
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４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引

受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定

めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号

で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを

いいます。） 

９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券

（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペ一パー 

11．新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定めるもの

をいいます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいます。） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるもの

をいい、有価証券に係るものに限ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託

の受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第 16 号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信

託の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

 なお、第１号の証券、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券の性質を有

するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号ならびに第17号の証

券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第

13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条に

おいて同じ。）により運用することを指図することができます。 

１．預金  

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項第１号から第６号までに掲げる

金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資は行いません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
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新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資

産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗

じて得た額をいいます。 

（利害関係人等との取引等） 

第16条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及

び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財

産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託

者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第23条

第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産と

の間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第22条および第26条から第28条に

掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこと

ができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことがで

きるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とし

ます。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない

場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品

取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）ま

たは委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産への投資等ならび

に第21条から第22条および第26条から第28条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うこ

との指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、

当該行為を行うことができます。 

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条

第３項の通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第17条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指

図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第18条 委託者が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場され

ている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている

株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す

る株式および新株予約権証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式および新株予約権証券で目論見書等において上場ま

たは登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することがで

きるものとします。 

（同一銘柄の新株予約権証券への投資制限） 

第19条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託

財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗

じて得た額をいいます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
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236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株

予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行

前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め｢転換

社債型新株予約権付社債｣といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する同一

銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみ

なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をし

ません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該同一銘柄の転換社債ならび

に転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（有価証券先物取引等の運用指図） 

第21条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは

信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、有価証券先物取引

（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取

引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプシ

ョン取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）（以下、「有価

証券先物取引等」といいます。）を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引

は、オプション取引に含めて取扱うものとします。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の

範囲内で貸付けの指図をすることができます。 

１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の

時価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保

有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの

とします。 

（信託業務の委託等） 

第23条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める

信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係

人を含みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められ

ること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行

う体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適

合していることを確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認め

る者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行
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為に係る業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第24条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融

商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいま

す。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決

済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペー

パーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金

融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第25条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をす

ることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあ

ります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき

は、速やかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属

する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理す

るものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別し

て管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計

算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 

第26条 委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る信託契約の一部解約および有価

証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第27条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および有価証券の売却代金、有価証券に係る償

還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を

再投資することの指図ができます。 

（資金の借入れ） 

第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支

払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金

借入（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入

金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ

る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合

計額を限度とします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 

第29条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属し

ます。 
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（受託者による資金の立替え） 

第30条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株

式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがある

ときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別途こ

れを定めます。 

（信託の計算期間） 

第31条 この信託の計算期間は、毎年５月26日から翌年５月25日までとすることを原則とします。た

だし、第１計算期間は信託契約締結日から2021年５月25日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい

ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計

算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第３条に定める信託期

間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告等） 

第32条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告

は行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこ

とのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害する

おそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはで

きないものとします。 

（信託事務の諸費用および監査費用） 

第33条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に関する諸費用（マザーファンドに関連して生じ

た費用のうち、マザーファンドにおいて負担せず、かつ委託者の合理的な判断によりこの信託

に関連して生じたと認めるものを含みます。）、及び受託者の立替えた立替金の利息（以下、

第２項に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財

産中から支弁します。 

② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用（当該諸費用に係る消費税および地方消費税（以下

「消費税等」といいます。）に相当する金額を含みます。）は、受益者の負担とし、信託財産

中から支弁することができます。 

１．振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合におけ

る発行および管理事務に係る費用 

２．有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正も含みます）

等の作成、印刷および提出に係る費用 

３．目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）等の作成、販売用資料、商

品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係る費用 

４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５．運用報告書の作成、印刷および提供等に係る費用 

６．この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解

約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

７．この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 
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８．会計監査費用 

③ 委託者は、前項の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結

果、信託財産の純資産総額に年10,000分の10の料率を乗じて得た金額を上限とする額を、かか

る諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領すること

ができます。ただし、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中

に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。 

④ 前項の諸費用は、第31条に規定する計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならび

に当該諸費用に対する消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および毎

計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託者に対して支弁されます。 

（信託報酬等の総額および支弁の方法） 

第34条 委託者および受託者の信託報酬の総額は第31条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産

の純資産総額に年10,000分の98の率を乗じて得た金額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に

信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③ 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬の支弁の時に信託財産中から支弁しま

す。 

（収益の分配方式） 

第35条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益とマザーファンドの

信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等

収益」といいます。）との合計額から支払利息を控除した額は、諸経費、信託報酬および当

該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配するこ

とができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として

積立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託

報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき

は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次

期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。 

② 前項におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の

時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第36条 受託者は、収益分配金については第37条第１項に規定する支払開始日までに、償還金（信託

終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）に

ついては第37条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第39条第４項の一部解約の

価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第37条第４項に

規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解

約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第37条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末

日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係

る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当

該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託

者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
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込者とします。）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して

は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終

了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託

者の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を

行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替口座

簿に記載または記録されます。 

③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関

等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行わ

れた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申

込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設

されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係

る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関

等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

④ 一部解約金は、第39条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業

日目から当該受益者に支払います。 

⑤ 第１項、第３項および第４項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委

託者の指定する販売会社の営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎

の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により

加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎

の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、

追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第38条 受益者が、収益分配金について第37条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを

請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第37条第３項に規定する支払開始

日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。 

（信託契約の一部解約） 

第39条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者が指定する販売会社が別に定める単位をも

って、委託者に一部解約の実行を請求することができます。 

② 前項の一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替

受益権をもって行うものとします。 

③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約し

ます。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替

機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換え

に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に

したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の基準価額とします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた

一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前
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に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行

の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後

の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第４項の規定に準

じて算出した価額とします。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第40条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約

款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

（信託契約の解約） 

第41条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託に係る受

益権の口数が20億口を下回ったとき、マザーファンドの信託契約が解約されるとき、またはこ

の信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事

情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが

できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出

ます。 

② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない

ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事

項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書

面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受

益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益

者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ

なします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多

数をもって行います。 

⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当

該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が

生じている場合であって、第2項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うこ

とが困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第42条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託

契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第46条の規

定に従います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第43条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託

会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第46条第２項の書面決議が否決された場合を

除き、当該投資信託委託会社と受託者の間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第44条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
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契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第45条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に

違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託者または

受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または

裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第46条の規定に従い新受託者を選任します。な

お、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま

す。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し信託を終了させま

す。 

（信託約款の変更等） 

第46条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合

（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併

合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し

ようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外

の方法によって変更することができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に

限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当

する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行いま

す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および

その理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている

受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受

益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益

者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ

なします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多

数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意

の意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって

も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場

合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

（反対受益者の受益権買取請求の不適用） 

第47条 この信託は、受益者が第39条の規定による一部解約請求を行なったときは、委託者が信託契

約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一

部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第41条に規定す

る信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資

信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定

の適用を受けません。 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第48条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うこと
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はできません。 

１．他の受益者の氏名または名称および住所 

２．他の受益者が有する受益権の内容 

（公告） 

第49条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。 

https://www.sparx.co.jp/ 

② 前項の規定に関わらず、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うこ

とができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。 

（運用状況に係る情報の提供） 

第50条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める事項に係る情報を電磁

的方法により提供します。 

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交

付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第51条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。 

 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

２０２０年５月２８日（信託契約締結日） 

 

 

委託者 東京都港区港南一丁目２番 70 号 品川シーズンテラス 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

 

 

 

受託者 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 
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約款 

親投資信託 

スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド 

運用の基本方針 

 

約款第 14 条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

金融商品取引所（金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買また

は金融商品取引法第 28 条第８項第３号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいま

す。）に上場されている株式を主要投資対象とします。 
（２）投資態度 

① 国内に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄

に集中的に投資を行うことを基本とします。 

② ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき､ならびに残存元本が運用に支障

をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には､上記のような運用ができな

い場合があります。 
（３）投資制限 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。また、株式以外の資産への投資割合は、原則とし

て投資信託財産総額の 50％以下とします。 

② 投資信託証券への投資は行いません。 

③ 転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第１項第３号の財産が当該新株予約

権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ

とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ３第１項第７号およ

び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以内とします。 

④ 新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。 

⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産

総額の 10％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑧ 有価証券先物取引等は約款第 18 条の範囲で行います。 
⑨ 外貨建資産への投資は行いません。 

⑩ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純

資産総額の 35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投

資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 

⑪ 金融商品取引法第２条第 20 項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）につ

いては、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、

デリバティブ取引等（デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプシ

ョンを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）の残高に係る

想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 
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